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芦屋市の動き
芦屋市政キララ！
広報トピックス

ミニ特集
市民の時間

イベント案内

※10月24日(日)は「J-COMプレビューデー」のため、④⑤の放送はありません。

■番組に関する問い合わせ　広報課　138-2006　■CATV全般に関する問い合わせ

 ㈱ケーブルネット神戸芦屋(J-COM Broadband神戸・芦屋)　70120-13-8160

　
月

① 8 :00

②11:30

③16:00

④19:30

⑤22:30

※VTRの
　貸出可

　

コシノヒロコ展始まる
「蘇った 富田砕花賞」
「みるく世、願てぃ」
「ASHIYA CUP ドラゴンボートレース大会」

「Ｃ型肝炎　早めに発見　肝ガン予防」
「主婦のソナタ」

観光協会の催し「芦屋物語・Part3～精道編」ほか

放送時間
〔30分〕

サーティー
min.芦屋市広報番組　あしや30

◆◇平成15年度実績の概要◇◆

目標額を
4億982万円上回りました

行政改革の取り組みを報告します

　市では、危機的な財政状況を克服するため、昨年10月に68項目からなる「行政改革実施
計画」を策定しました。
　今回は、その取り組んだ内容についてお知らせするとともに、平成16年度から平成25年
度までの「財政収支見込み」と「行政改革実施計画」の見直しを行い、引き続き行財政の
健全化に取り組みます。
　市民の皆さんのご協力とご理解をお願いします。

問い合わせ　行政改革推進室　138-2005

問い合わせ　行政改革推進室　138-2005

主 な 取 り 組 み と 目 標 額

(1)職員数を大幅に削減し、給与等をカットして、
　 人件費を極力抑制します。
(2)事務事業を評価・点検し、より効率的に業務
　 を行います。
(3)職員の能力開発・育成を推進します。
(4)住民情報システムの再構築を行います。

■徹底した内部努力をします
　160億円

●職員定数の削減　　　　　　　96億9,100万円
　平成15年から平成24年までで、普通会計(病
院・水道等を除く)職員を200人削減します。
※平成16年４月に前年より21人削減しました。
●給与等のカット　　　　　　　45億7,000万円
　給与を減額(平成16年１月から実施)しました。管
理職手当を課長級以上は平成14年１月から、課長
補佐級・主査級は平成16年１月から減額しました。
※退職手当の支給率を、見直し(平成16年度から
　実施)ました。
●特別職等の給与減額など　　　１億6,670万円
　市長、助役、収入役、教育長の給与等の減額(平
成14年10月から実施)を継続して実施しています。
各種審議会等の委員報酬を10％減額(平成16年度か
ら実施)しました。

■積極的に財源確保に努めます
　35億円

■施策・行政水準を見直します
　79億円

(1)市有財産の売却・貸付を積極的に行います。
(2)使用料、手数料等を見直します。
(3)国・県の補助金等を積極的に活用します。

(1)国・県を基準に事務事業の見直しを行います。
(2)人・金・ものを効果的に活用します。
(3)有識者による評価により、事務事業見直しの
　 客観性を確保します。

【平成16年度から実施した項目】
●各種減免制度の見直し １億7,950万円
　社会教育登録団体等が使用する場合の室の使用
料の減免率を50％から30％に見直しました。
●使用料・手数料の見直し  4,590万円
　保健センターの手数料や市有土地・建物の使用
料を見直しました。
●留守家庭児童会の有料化 ２億1,260万円
　土曜日を開級するとともに、有料化を行いました｡
●幼稚園保育料等の見直し ３億7,900万円
　幼稚園入園料・保育料を見直しました｡
●市の刊行物に広告を掲載 1,800万円
 　広報あしやに有料広告を掲載、ホームページ
にバナー広告を掲載(平成16年７月から実施)しま
した｡
【平成16年度以降継続して実施する項目】
●公有財産の有効活用 25億円
　市有土地の売却(平成15年度から入札による公売
を実施)・貸付により、財源の確保に努めます。

【平成16年度から実施した項目】
●窓口業務等の時間延長
　ラポルテ市民サービスコーナーの開庁時間を延長、
税関係の証明書の一部を新たに取り扱っています。
●福祉金等扶助費の見直し 16億8,100万円
　市福祉金について16年度50％減額、17年度以降
当分の間支給しないこととしました。
●資源ごみ集団回収報奨金の見直し 7,600万円
　１㎏単価を、６円から４円に減額しました。
【検討している項目】
●企業会計への繰出金を見直し 46億5,000万円
　芦屋病院については「今後の市立芦屋病院あり
かた検討委員会」の答申に基づき病院経営の見直
しを行います。水道会計、国保会計、下水会計へ
の繰出金を削減(平成16年度から実施)しました。
●幼稚園、保育所の見直し
　幼稚園１園の廃園、市立保育所一部の廃所と民
営化を検討します。

■民間活力を積極的に導入します
　22億円

(1)経費の節減、事務の効率化の観点から民間に
　 任せられるものは民間に委ねます。
(2)ＮＰＯ、ボランティア、地域住民等に委ねる
　 ことが適当な事務事業については、民間組織
　 を活用します。
(3)民間の経営的観点から意見を求め、その発想
　 や手法の導入を図ります。

●外郭団体の見直し 12億4,000万円
　文化振興財団や都市整備公社について民間活力
の導入を検討します。
●民間委託の推進 ９億7,440万円
　美術博物館、体育施設、市民センター、図書館
等の民営化を検討します。また、地区集会所、図
書館分室は、地域住民のかたがたによる自主的な
運営を検討します。

■説明責任を果たします
(1)具体的な実施に当たっては、関係団体、市民
　 等に十分説明し、理解と協力を求めながら進
　 めます。
(2)必要に応じて進捗状況を広報あしや、ホーム
　 ページ等で公表します。

■よりご理解いただくために…
　本市の行政改革について、市民の皆さんにご
理解いただくため、「広報あしや」等でお知ら
せしていきます。行政改革の情報はホームペー
ジ、市役所北館１階の行政情報コーナーでもご
覧になれます。
　また、出前講座などの要請があれば、説明に
うかがいます。
問い合わせ　生涯学習課　138-2091

ご意見をお寄せください

　行政改革について皆さんのご意見をお寄せ
ください。ご意見は、今後の行政改革の参考
とさせていただきます。

●宛先　総務部行政改革推進室

　　　　138-2005/FAX31-4841

　Ｅメール　kikaku@city.ashiya.hyogo.jp

問い合わせ　財政課　138-2011

今後の財政収支見込み

３５８事業の行政評価に取り組みました

妥当性・有効性・効率性を総合評価

問い合わせ　行政改革推進室　138-2005

　市では、財政健全化と、よりいっそうの組織効率化を図るため、行政評価に取り組んで
います。
　今年度は 358事務事業の総合評価を実施し、今後の方向性について検討を行いました。
評価の客観性、透明性を高めるため、有識者で構成する行政評価委員会による外部評価も
実施していますが、今回は市が実施した評価結果について、その概要をお知らせします。

　行政活動の目的を明確にし、活動の結果や成果がどうだったのかを、
一定の基準、視点で評価します。
【計画・予算】⇒【実施・決算】⇒【点検・評価】⇒【改善・改革】と

いうＰＤＣＡ(プラン－ドゥ－チェック－アク
ション)マネジメントによって、施策の立案や
改善につなげる仕組みです。
　本市では、事務や事業といった単位ごと
(事務事業評価)に、一年間に使ったお金や活動
量、生み出されたサービス量や成果について
評価(事後評価)しています。

行政評価
とは…　

●すでに役割を終えた事務事業を廃止、縮小します。
●目的や内容が重複するものは統合します。
●続けることが必要な事務や事業であっても、内容・やり方を見直して、

　　　　　　　　　より便利にできないか、より少ない人数で、より安く、より早くできな
　　　　　　　　　いかなどを検討し、改善に繋げます。
　　　　　　　　●行政活動の透明性の向上と、これからの参画と協働のまちづくりを進め
　　　　　　　　　るため、これらの情報は市民の皆さんに公開します。

358の事務
事業を評価

　平成15年度に実施した事務事業の中から、358事務事業の評価に取り
組みました。ＡＢＣＤの４段階による総合評価を行い、今後の方向性に
ついて検討を行いました。

＜総合評価＞

　総合評価別では、Ｂ評価が253と最も多く(70.7％)、Ａ評価が25(7.0
％)、Ｃ評価が10(2.8％)、Ｄ評価が70(19.6％)となりました。
　今後の方向性では、「現状維持」132(36.9％)、｢方法改善｣が136(38

％)と多くなりました。「民営化／民間委託」が48(13.4％)、｢縮小｣15(4.2％)、｢統合／終
期設定｣が18(5.0％)、｢廃止／休止｣は９(2.5％)、｢拡大・充実｣はありませんでした。
　評価結果については、来年度にかけて庁内で検討を重ね、実施計画、予算、組織要員計
画へ反映していく予定です。

※「行政評価」に関する詳しい内容は
　市ホームページ、市役所北館１階の
　行政情報コーナー、図書館、公民館
　図書室、ラポルテ市民サービスコー
　ナーでもご覧いただけます。
※「芦屋市行政評価委員会」の評価結
　果については、「広報あしや」11月
　１日号で、概要をお知らせする予定
　です。

　市税の滞納により差し押さえた不動産を、
次のとおり入札の方法で公売します。入札
は、どなたでも参加できます。
日　時　11月18日(木)午前11時～11時30分
会　場　市役所北館２階第３会議室　
物　件　滋賀県高島郡安曇川町大字中野の
　　　　別荘地、８区画・平均315㎡
その他　入札希望のかたは、当日は午前10時
　　　　40分までにご来場ください。なお、
　　　　納付等により中止になる場合があり
　　　　ますので、ご了承ください。
　　　　※公売物件の詳細は「公売広報」、
　　　　市のホームページをご覧ください。

問い合わせ　収税課　138-2014

　平成17年度の小学校入学予定児(平成10年４月
２日～平成11年４月１日生まれ)の保護者のかたに
「就学通知書兼健康診断通知書」を送付します。
指定された日時に、通知書および母子手帳を持
参の上、指定校で健康診断を受けてください。
　なお、次に該当されるかたは、事前に下記へ
お問い合わせください。
◎指定日に都合の悪いかた
◎住民登録地と居住地が異なるかた
◎外国籍で市立小学校に入学を希望するかた
◎大原町・上宮川町・業平町にお住まいで、　
　岩園小学校に入学を希望されるかた
◎前田町・清水町にお住まいで、精道小学校　
　に入学を希望されるかた

問い合わせ　教育委員会総務課　138-2085/FAX38-2166

　平成16年度から25年度までの収支見込みでは、歳入総額は2,646億円、歳
出総額が2,865億円となっており、歳入から歳出を差し引いた10年間の赤字
総額は、219億円と見込んでいます。昨年度作成した財政収支見込みに比べ、
赤字総額は88億円減少しています。これは、平成16年度予算において、昨年
度に計画した行政改革の一部を実行した効果によるものです。
　今回、行政改革をさらに進めることにより、平成24年度には単年度黒字に
転換し、平成25年度には基金残高が35億円となる見込みです。
　なお、これらの見込みは現行の地方税財政制度を前提としたものであり、
今後の三位一体の改革の動向により、必要に応じ財政収支見込みは見直しを
行ってまいります。

　市民自らが「まちづくりの担い手」としてまちづくりへの
協働事業を推進していくために、仮称「市民参画・協働推進
指針検討会議」(委員15人以内)を設置し、活動の基本となる
市民と行政の役割、連携や協力のあり方等のルールづくりに
ついて検討します。
■募集　３人　■資格　20歳以上70歳以下で市内在住のかた
■任期等　10月～平成17年３月末(土・日曜日、平日夜間に
５回程度)　■報償費　2,500円／回　■応募方法　所定の用
紙に記入し、800字程度のレポート(例：私が考えるまちづく
り等)とともに、10月15日(金)＜必着＞までに、郵送・ファ
クス・Ｅメールのいずれかで下記へ。※所定の用紙は、市役
所受付・女性センター・図書館・ラポルテ市民サービスコー
ナーで配布。市ホームページからもダウンロードできます。

問い合わせ　市民参画課　138-2007/FAX38-2175
Ｅメール info@city.ashiya.hyogo.jp

健康診断日

①精道小学校　　　　11月２日(火)

②宮川小学校　　　　10月25日(月)

③山手小学校　　　　10月28日(木)

④岩園小学校　　　　11月12日(金)

⑤朝日ケ丘小学校　　10月19日(火)

⑥潮見小学校　　　　10月13日(水)

⑦打出浜小学校　　　10月28日(木)

⑧浜風小学校　　　　10月21日(木)

※時間はいずれも午後１時30分から

目 標 額　296億円(10年間)

問い合わせ　公民館　135-0700
問い合わせ

芦屋菊花会事務局(経済課内)　138-2033

♪ シャンソン・コンサート ♪
秋の公民館講座開講記念＆公民館音楽会

日　時　10月９日(土)
　　　　午後１時30分～３時
会　場　ルナ・ホール
参加費　500円
出　演　くつわともこ(歌手)
　　　　立津宏祠(ピアノ)
曲　目　パリの空の下/ラストダンスは私と ほか
定　員　先着600人
申し込み　当日直接会場へ

第40回 芦屋菊花展

■期　間　10月30日～11月14日
　　　　　午前９時～午後４時
　　　　　※10月30日(土)は、午前11時開場
■開会式　10月30日(土)午前10時～10時30分
■会　場　芦屋公園特設会場
■内　容　大菊花壇、福助花壇、懸崖花壇、
　　　　　梵天花壇、ダルマ仕立等

こちら消費生活センターです
問い合わせ

消費生活センター　138-2034
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ＮＨＫ公開セミナー
「世紀の祭典 万国博覧会の美術」
日　時　10月21日(木)午後１時30分～３時
会　場　ルナ・ホール
テーマ　万国博覧会と工芸　～東西が出会った～
講　師　大阪市立美術館学芸員・土井久美子氏
申し込み　往復はがき(１枚で２人招待)に、住所・氏名・
　　　　電話番号を記入の上、10月12日(火)〈必着〉まで
　　　　に公民館「ＮＨＫ公開セミナー」係へ。
＊参加者には、11月28日まで大阪市立美術館開催の特別展
　「世紀の祭典 万国博覧会の美術」の招待券(１人１枚)を
　進呈します。

問い合わせ　公民館　135-0700(〒659-0068 業平町8-24)

平成25年度までの収支見込み＜一般財源ベース＞�  　　�（単位：億円）�
年　度�

項　目�
歳　　　　入�
歳　　　　出�
歳入歳出差引�
実 質 収 �支�
行革改善�額�
基金による補てん額�
改善後の収支�

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
316 274 262 264 256 254 255 256 254 255
316 300 309 290 281 281 280 278 265 265
0 △26 △47 △26 △25 △27 △25 △22 △11 △10
0 △26 △73 △99 △124 △151 △176 △198 △209 △219
1 6 12 11 12 12 12 11 11 10

△1 20 35 15 13 15 13 11 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計�

2,646
2,865
△219

98
121
0

平成16年度～25年度�

�

※改善後の収支の内､平成24年度は800万円、平成25年度は1,100万円の単年度黒字になります。�

計画年度(10年間)
平成16年度から25年度まで

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

妥当性・有効性

高い

高い

低い

低い

効率性

高い

低い

高い

低い

事業の方向性

計画どおり事業を進める

事業の進め方の改善を検討

事業規模、内容、実施主体の見直しを検討

事業の抜本的な見直しを検討

今後の方向性

拡大・充実、現状維持

方法改善

方法改善、縮小、民間委託等

廃止、休止、統合、民営化

今後の方向性

拡大・充実
現状維持
方法改善
民間委託／民営化
縮小
統合／終期設定
廃止／休止

合　計

事業数

  0
132
136
 48
 15
 18
 9
358

(％)
0

36.9
38.0
13.4
4.2
5.0
2.5

100.0
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　平成15年10月に策定しました「行政改革実施計画」について、平成15年
度の実施内容は下記のとおりです。

【 実 施 内 容 】

●歳入の確保　２億1,210万円
　事業に充てる借り入れ(市債)の拡大を要望し、歳入の確保を図りました。

●公有財産の有効活用　４億7,111万円
　公有財産を公募等により売却するとともに、新たに入札制度の導入を行
いました。

●事務事業の見直し　２億7,200万円
　施設の維持等に要する委託料の見直しを図るなど、内部努力を積極的に
進め、経常経費の節減を図りました。

●給与等のカット　２億4,848万円
　職員の給料の大幅なカットをはじめ、各種手当の見直しを行いました。

●特別職等の給与の減額　2,132万円　
　市長、助役、収入役、教育長の給与を減額しました。

●公営企業の経営健全化　1,174万円　
　職員を削減するとともに、給与等をカットしました。

平成15年度目標額 8億2,693万円／実績額 12億3,675万円

市民参画・協働推進の指針検討会議
市民委員の募集小学校入学前健康診断不動産公売のお知らせ

行政評価
の目的　

評価結果
の概要　


